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　㈱サイネックスとの官民協働事業により、６月に発刊・
配布（町内全戸配布）を行います。４月に町制施行 40
周年を迎えた松伏町の魅力を紹介する「町勢要覧」と役
場窓口業務や各種手続き等の行政情報を掲載した「くら
しの便利帳」から構成されています。
　この事業は、協定書を締結した㈱サイネックスが集め
る広告収入により、冊子の発刊・配布にかかる費用を賄
うもので、町単位での単独発刊は、全国初となります。

町制40周年記念事業「町勢要覧・くらしの便利帳」
を発刊します

選挙管理委員会のお知らせ

吉川松伏消防組合のお知らせ

企画財政課・総務課のお知らせ

　任期満了（6月1日）に伴う松伏町長選挙は、5月19日（火）
に告示され、同日、立候補の届出が締め切られました。そ
の結果、現職の会田重雄氏（64歳）の他に届出はなく、会田
氏の無投票当選が決まりました。
　会田氏は、平成17年5月、町長に初当選を果たし、今回
2期目を迎えます。

5月24日（日）執行
松伏町長選挙結果

設置していますか？住宅用火災警報器
＜設置が必要な場所＞　全ての住宅に設置が義務付

けられています。住宅火災に
おける死者の数は、毎年増加
傾向にあり、大半が逃げ遅れ
ることにより尊い命を失って
います。大切な家族と住まい
を守るのは日々の用心と備え
からです。埼玉県では平成
20年中に住宅用火災警報器
による奏功事例が27件あり
ます。皆さん住宅用火災警報
器を設置しましょう。
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